
 高松地方検察庁では、外国人に関連する事件等の通訳

に協力していただける方を募集しています 

業 務 内 容 

主に検察官による外国人に関連する事件等の取調べの通訳 

募 集 言 語 

言語は問いません 

特に、ベトナム語、クメール語、インドネシア語、ヒン 

ディー語、ウルドゥー語は大歓迎！ 

募 集 条 件 

１８歳以上の方で、外国語、日本語の読み書きができる方 

通 訳 謝 金 

高松地方検察庁が定める通訳謝金、日当（旅費を含む）を 

お支払いします 

派 遣 場 所 

香川県内（希望に応じます） 

問合せ先（平日午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

高松地方検察庁 捜査公判管理担当 
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